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はじめに
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地域みらい留学は、 都市部の中学生が地方の高校で学ぶことで、地域に新たな人の流れやつな

がりを生み出す取り組みです 。少子化に伴う生徒数の減少への対策としてだけでなく、地域みら

い留学をきっかけに地域に多様性をもたらし、地元生徒もより豊かに成長する ことを目指してい

ます。

その結果として、地域の将来を担う人材や関係人口の創出 へとつなげていきたい、そんな想いを

込めて取り組んでいます。

説明会の流れ

● 第2世代交付金の概要説明

● 本事業「多様な越境機会～」の概要及び対象経費

● 申請スケジュール

● よくある質問へのご紹介

● 質疑応答



地域みらい留学とは

地方の公立高校に全国から生徒を募集し、

若者から選ばれるまちづくりと

人口減少対策・担い手育成の取り組み

〈概要〉

● 2025年4月時点では、全国175校/市町村  が地域みらい留学生を受入

● 2025年度の地域みらい留学生数見込みは 1000名程度（概算）

● 約7,000名が集う合同説明会  を通じて、都市部の中学生と地方の高校をマッチング
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外からの留学生が、地元の生徒や学校にもたらす変化

石川県立能登高校・屋敷秀樹校長

『地元の生徒がどんどん減っていくので、他から入ってくることに

よって新しい風も吹き込まれるのが大きなポイントだと思ってい

る』『生まれも育ちも価値観の違う生徒が入ってくる中

で地元の生徒にものすごくいい影響を与える ことは分

かっていたので、多様性のある生徒を集めようと始めました』

宮城県立南三陸高校・難波智昭校長

『難波先生は、「地元の子が当たり前に感じていることも、外か

ら来た子にとってはそうじゃない。『どうせ田舎だし』『どう

せ自分の立ち位置はこうだし』と凝り固まっていた

価値観が、良い意味で壊される。それによって自

信や可能性が生まれる 、たくさんの化学反応が起こって

いると感じます」と話す。』

引用：TURNS「宮城県南三陸高等学校 「kizuna留学生」たちが第2の故
郷、南三陸町の未来をつなぐ PART2（2024.07.18）

引用：北陸放送「神奈川から能登へ“留学”も 生き残りをかけ石川県内の公立高
校で増える「全国募集校」（2024.12.03）」
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必要経費と交付金の活用
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単独で予算確保が難しい場合に、
２分の１が国負担となる交付金を活用
することで 、自治体負担を抑えることが
可能。

これまでに多くの自治体が、
交付金（※）を起点に、新たな取り組みへ
参画をしています。

※旧地方創生推進交付金、デジタル田園都市
国家構想交付金等

主な費用

「地域みらい留学」参画費（負担金） ★

旅費交通費（東京、大阪等の合同説明会） ★

住まいの整備・運営（既存施設の改修等の整備

・運営費、寮舎監の人件費）

★

広告宣伝費（WEBサイト・学校案内パンフレット・

動画等）

業務委託費（1泊2日「おためし地域留学」のプロ

グラム運営費）

人件費・業務委託費（生徒募集業務を担うスタッ

フ人件費や団体への委託費）

　※申請経費についてのご相談は事務局がサポート致します。

交付金制度を活用し、地方への新たなひとの流れづくりへ
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全国の小規模市町村が連携し、多様な越境機会を創出

生徒たちは多角的な視野を養い、地域の未来を支える関係人口へ

事業名 

多様な越境機会の創出による地域課題解決型人財育成事業  
幹事自治体：山形県小国町  

 
新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金　ソフト事業　広域連携）

令和7年5月21日
事業概要説明資料



背景：山形県小国町における課題認識
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• 全国小規模高校サミットをはじめ３年及び単年留学、学校横断型オンライン教育など先駆的な取り
組みを進めてきた山形県小国町

• これまでの取り組みから、地域課題解決型人財の育成には、子どもたちが「地域のことをより深く知
る」にとどまらず、地域で学びながらも固定観念に縛られることなく、多様な考え方や価値観に触
れることのできる環境 (多様な越境機会）を構築することが肝要

都内私立大学との
交流促進

成果 課題

全国高等学校
小規模校サミット

県外生徒募集

• 交流は現在も続いており、
関わった大学生及び社会人
が関係人口化

• 地域の高校生に対する波
及効果（課題解決型人財の
育成）は不透明

• 小規模校の生徒同士が交
流を深め、ともに考えること
で、主体性や積極性が向上

• 短期的なイベントであり、深
く地域を知り、課題を分析す
るところまで到達するのは
困難

• 県外からの生徒を受け入
れ、町ぐるみで育てることが
できており、地元生にも好影
響

• 地域を深く知ってもらえるも
のの、密着するからこそ、価
値観が固定化しやすい状況
に

小国町の取組



多様な越境機会の創出による地域課題解決型人財の育成事業の全体像



地方 
区分

数 令和7年度第1回申請採択市町村名

北海道 １３

北海道夕張市、北海道上ノ国町、北海道奥尻町、北海道ニセコ町、北海道音
威子府村、北海道幌加内町、北海道苫前町、北海道湧別町、北海道大空
町、北海道むかわ町、北海道上士幌町、北海道鹿追町、北海道標津町

東北　 ９

岩手県花巻市、岩手県西和賀町、岩手県大槌町、岩手県岩泉町、  
山形県金山町、山形県遊佐町、  
山形県小国町、福島県只見町、福島県金山町  

関東   ー

中部　 ７
新潟県胎内市、新潟県阿賀町、石川県能登町、福井県坂井市、長野県白馬
山麓事務組合、静岡県伊豆市、静岡県川根本町  

近畿　 ２ 京都府京丹波町、奈良県五條市  

中国　 ７
島根県奥出雲町、島根県川本町、島根県海士町、  
岡山県真庭市、岡山県和気町、広島県北広島町、広島県大崎上島町  

四国　 ３ 愛媛県砥部町、高知県土佐町、高知県本山町  

九州・沖
縄 

３ 鹿児島県錦江町、鹿児島県南大隅町、沖縄県久米島町  

ネットワーク参画市町村数：４４自治体４２校
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事業概要【多様な越境機会の創出による地域課題解決型人財育成事業】

申請者 山形県小国町ほか４３自治体※ 初回採択回 令和７年度第１回募集

事業計画期間 R7-R9年度 期間中の総事業費
（カッコ内はR7年度事業費）

3,789,420千円
（1,300,380千円）

経費の類型
ソフト
事業 ✓

拠点整
備事業

インフラ
整備事業 事業分野 地方への人の流れ分野

目的・効果

•全国の小規模市町村が広域に連携することで、地域・学校の壁を越えた学びの機会と人の流れを創出し、地域課題解
決型の人財を育成する

•さまざまな地域との交流を通じて、生徒達が「複眼的かつ客観的な視点で、地域課題を分析・解決できる力」を養うと中
で、地域に愛着をもった関係人口となり、将来にわたって各地域の持続可能性向上に貢献する

事業概要・
主な経費

※経費内訳はR7
年度事業費

【事業概要】全国の市町村とともに「小規模市町村ネットワーク」を形成し、以下の3つのテーマに
沿った取組を行っていく。
【ソフト事業経費】
①デジタル活用による、地域・学校の壁を越えた課題解決型人材の育成
・オンライン課外活動等の実施（委託費等） 26,664千円
・人材育成サポートスタッフの配置・育成（人件費等）89,449千円
②新たな人の流れづくりを通じた多層的な関係人口の創出
・海外も含む多様な生徒募集の実施（実施経費等）92,941千円
・多様な留学生の受け入れ体制整備（委託費等）507,351千円
・多様な留学生の受け入れ施設の整備・改修（改修費等）296,431千円
　　※交付対象事業における施設整備・事業設備・備品経費の対象
③自走化に向けた成果の見える化、及び社会資源獲得
・社会資源獲得プロジェクトに係る費用（委託費等）40,436千円

地域の多様な
主体の参画

参画市町村（官）、各地域の高校（学）に加えて、地域教育、人材、旅行、国際などの分
野に専門性を持つ民間・公益団体（産・金）が参画し、小規模市町村ネットワークと連携
する。これにより、越境プログラム、海外との連携、持続可能な運営に向けた支援など、
多角的な取組を推進する。さらに各地域においても、商工会等の経済団体、地域金融機
関、大学・研究機関など、多様な関係者が連携し、地域資源を活かした交流機会や大学
・研究機関の専門的な知見等を反映し、取組の改善にも取り組む。

KPI
※カッコ内の数

値は最終事業年
度までの「KPI増
加分の累計」の

目標値

①外部から地域に越境し居住する中高生
の数（＋237人）
②越境プログラムに参加した中高生の数
（＋154人）
③オンラインプログラムに参加した中高生
の数（＋485人）
④課題解決型人材の育成に係る指標
（＋12.0ポイント

※山形県小国町、北海道夕張市、北海道上ノ国町、北海道奥尻町、北海道ニセコ町、北海道音威子府村、北海道幌加内町、北海道苫前町、北海道湧別町、北海道大空町、北海道む
かわ町、北海道上士幌町、北海道鹿追町、北海道標津町、岩手県花巻市、岩手県西和賀町、岩手県大槌町、岩手県岩泉町、山形県金山町、山形県遊佐町、福島県只見町、福島県金
山町、新潟県胎内市、新潟県阿賀町、石川県能登町、福井県坂井市、長野県白馬山麓事務組合、静岡県伊豆市、静岡県川根本町、京都府京丹波町、奈良県五條市、島根県奥出雲
町、島根県川本町、島根県海士町、岡山県真庭市、岡山県和気町、広島県北広島町、広島県大崎上島町、愛媛県砥部町、高知県土佐町、高知県本山町、鹿児島県錦江町、鹿児島県
南大隅町、沖縄県久米島町の広域連携事業



制度 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）

事業名称 多様な越境機会の創出による地域課題解決型人財育成事業

申請自治体 全国の離島・中山間地域等の小規模市町村等

幹事自治体 山形県小国町　　※事務局（一財）地域・教育魅力化プラットフォーム

申請期間
及び事業費

令和７年度～令和９年度　　総事業費　 3,789,420千円（令和7年度1,300,380千円）  

主な対象者 地域及び都市部・海外の「中学生・高校生」

主な目的 地方創生を推進できる将来世代の育成のための持続可能な基盤の形成

主な取組内容

①デジタル活用による地域・学校の壁を越えた課題解決型人材の育成

②新たな人の流れづくりを通じた多層的な関係人口の創出

③自走化に向けた成果の見える化、及び社会資源の獲得
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※参考　事業概要(概略）【多様な越境機会の創出による地域課題解決型人材育成事業】  



【対象となる取組例】

● 都市部や海外、他地域の中高生とのオ
ンライン交流・オンラインフェスの実施

● 主体性や協働性等の向上を目的とした
オンライン課外活動・課外学習の実施

● 地域・学校の壁を越えて学びあうことが
できる通信制授業の実施　等

【KPI】

オンラインプログラムへの参
加生徒数（ +485人）

各テーマに紐づく取組例と KPI（3か年合計）

【対象となる取組例】

● 事業成果の見える化、及び総合的な
データの分析・利活用

● 社会資源の獲得に努めるスタッフ（リ
ソースマネージャー）の配置・育成

● 社会資源（人材・モノ・資金）の獲得に
向けたPJの実施、広報・PR　等

【KPI】

・「高校魅力化評価システム」
による生徒の社会性等のの伸
び（+12％）

【対象となる取組例】

● 中高生を対象とした短期越境プログラ
ムの実施

● 在外教育施設の生徒や外国人生徒等
も対象とした越境機会の創出

● より多様な生徒も地域・学校に受け入
れるための体制の整備・生活支援　等

【KPI】

・外部から地域に越境し移住
する中高生の数
（+237人）

・多様な越境プログラムの参
加生徒数（ +154人）　

② 新たな人の流れづくりを通じた
多層的な関係人口の創出

③自走化に向けた成果の
見える化及び社会資源獲得

① デジタル活用による地域・学校の壁
を越えた課題解決型人材の育成
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本事業で申請している経費項目について

デジタル活用による地域・学校の壁を越えた課題解決型人材の育成

オンライン課外活動や、生徒の交流イベントのプログラム運営費等

1）オンラインを活用した課外活動・課外学習に関わる 講師謝金、業務委託費

2）デジタル活用を通じた活動に関わるスタッフの配置・育成に関わる 人件費・業務委託費

3）参画市町村の共創によるプログラムの企画・運営等の推進事務局運営費 (※）

1

新たな人の流れづくりを通じた多層的な関係人口の創出

中高生を対象とした短期越境機会の創出等

1）参加者募集のための WEBページ、PR動画の作成等の広報宣伝費

2）中高生向けの短期越境プログラムの実施に関わる 業務委託料

3)   多様な留学生の受け入れ サポートスタッフの人件費及び活動・研修費

4)   多様な生徒を受け入れるための 施設の整備・改修等に係る費用

5)   参画市町村の共創による推進事務局運営費 (※）

2

自走化に向けた成果の見える化、及び社会資源の獲得

1）社会資源を継続的に獲得・活用するための 人材の採用・配置・育成

2）「高校魅力化評価システム」を活用した事業成果の可視化及びデータ分析等の推進事務局運営費 (※）
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経費項目の補足①

地域外の中学生向けの 1泊2泊の越境プログラム

「おためし地域留学」
実施した地域で 地域みらい留学生の出願率が大幅に増加！

● 弊財団が企画から運営までを一括で実施するパッケージ型で、自治体の負担減
● 内容はフィールドワーク、地域交流、高校訪問、生徒との交流など

198万円（税込）

パッケージプランの場合



経費項目の補足②

多様な生徒を受け入れるための
体制整備・生活支援
（在外教育施設、海外も含む多様な留学生の受入れ）

● 地域に受け入れた多様な生徒の住まいを維持するための業務の委託費用
（越境留学をする中高生への助言、食事の調理、提供）※食事代等は生徒の個人負担

● サポートスタッフの人件費及び活動費（車両リース第やその他の燃料費、研修費等）
● 多様な生徒を受け入れるための寮の食事調理に係る謝礼（寮長、調理員、宿直員等）

● 多様な生徒を受け入れるための施設の整備・改修等に係る費用（老朽化による屋根の修繕費用、共有スペースの整備ま

たは改修等）

※注意点として、個人給付にあたるものは対象外です。

 

数千万円

（写真はイメージ）



3か年で段階的な取り組みを想定

本事業では、交付金の活用にあたり、 KPI（成果指標）の設定が必須となっています。ですが、

すべての取り組みを初年度から実施する必要はありません。

地域の状況に応じて、 3か年で段階的に取り組んでいただく形で大丈夫です。

１年目は事務局が運営する既存

のオンラインプログラムの参加も

可能

地域独自のプログラムや

体制づくりへ

経費項目の補足③



新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）

多様な越境機会の創出による地域課題解決型人材育成事業

推進事務局運営費について

取扱注意



ネットワーク推進事務局の業務内容

• 本事業に参画する場合、ネットワーク推進事務局運営費として、159.5万円（税抜145万円）を
     ご負担頂く（実質79.75万円）

• 令和7年度第2回募集の申請に関しては、原則同金額を想定していますが、事務局までご相談ください。
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主な事務局業務内容

• 40～50自治体の毎年度の申請及び変更申請に関係する書類の内容確認・とり
まとめ（幹事自治体と連携して実施）

• 「テーマ① デジタル活用」及び「テーマ②  多様な越境機会創出」に関する研究・
開発、及び各テーマに沿ったプログラムの企画・運営

　　　※基本オンラインですが、一部対面の場合の生徒の旅費等は個人負担を想定

• 「テーマ③ 自走化」に向けて必要となるデータの収集・整理、及び総合的な分析　
※「高校魅力化評価システム」利用料は含みます。

• 審査基準でもあるPDCA推進に向けた事業評価及び改善点の公表

• 各地域における取組の効果の向上や、自走化に向けた資源獲得等を支援する
ための対外発信等

• https://ekkyonet-mirai.jp/（WEBサイト）

申請書類等の
とりまとめ

研究・開発、実証

参画校コミュニケー
ション

評価システムの活用、
結果分析

広報・PR、
外部連携の促進

• 参画自治体及び学校間のコミュニケーションを促進するため、情報交換会等のイ
ベントを定期的に企画・開催



• 本事業のテーマに関連する取組の経費を30,000千円とおいた場合、交付金を活用することで、（一定
の推進事務局運営費の負担は発生するものの）実質的に6割以下まで圧縮することが可能

推進事務局運営費の負担に関するシミュレーション

22

各市町村の事業関連経費 ネットワーク事務局運営費凡例

交付金
対象

事業費用

備考

市町村
負担額

交付額

交付金なし

30,000千円

自治体経費

30,000千円

0万円

● 本事業のテーマに関連する取組を実施する
ものの交付金を活用しないケース

第２世代交付金活用

31,595千円の1/2負担
（15,797.5千円）

自治体経費

30,000千円

15,7979.5千円

● 多くの学校・自治体の関係書類のとりまとめや研究・開発、
広報・PRを行うための事務局経費を参画校全体で負担

● 事務局経費も交付金の対象となり得ることで、事業全体の
負担は「交付金なし」のケースと比較して大きく抑えられる
想定

事務局運営費
　  1,595千円

広域連携による
事業推進のため
に必要な費用



ネットワーク推進事務局の業務内容（再掲）

• 本事業に参画する場合、ネットワーク推進事務局運営費として、159.5万円（税抜145万円）を
     ご負担頂く（実質79.75万円）

• 令和7年度第2回募集の申請に関しては、原則同金額を想定していますが、事務局までご相談ください。
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主な事務局業務内容

• 40～50自治体の毎年度の申請及び変更申請に関係する書類の内容確認・とり
まとめ（幹事自治体と連携して実施）

• 「テーマ①  デジタル活用」及び「テーマ②  多様な越境機会創出」 に関する研究
・開発、及び各テーマに沿ったプログラムの企画・運営

　　　※基本オンラインですが、一部対面の場合の生徒の旅費等は個人負担を想定

• 「テーマ③  自走化」 に向けて必要となるデータの収集・整理、及び総合的な分析　
※「高校魅力化評価システム」利用料は含みます。

• 審査基準でもあるPDCA推進に向けた事業評価及び改善点の公表

• 各地域における取組の効果の向上や、自走化に向けた資源獲得等を支援する
ための対外発信等

• https://ekkyonet-mirai.jp/（WEBサイト）

申請書類等の
とりまとめ

研究・開発、実証

参画校コミュニケー
ション

評価システムの活用、
結果分析

広報・PR、
外部連携の促進

• 参画自治体及び学校間のコミュニケーションを促進するため、情報交換会等のイ
ベントを定期的に企画・開催



高校生がキャリアや進路について考え、先輩社会人や大学生に
相談できる3カ月から半年のプログラム。（受講料無料）

地域みらいキャリア

高１：みらい探究コース

高２：大学探究コース 高３：総合型選抜ゼミ

７月～８月（１泊２日）の全国5カ所の大学訪問と
オンライン講座（交通費は個人負担）

６～７月末にかけて、総合型選抜の選考書類を
完成！（オンライン）

社会人へのインタビューでキャリアを探究

推進事務局の提供プログラム（オンライン越境）



推進事務局の提供プログラム（企業と連携した取り組み）

・全３回＋発表会のオンラインの探究プログラム
・zozoと連携して、ネットワーク参画校の生徒たちが
「ファッションを通じて地域の魅力や文化を学びあえる
機会」を創出

ZOZO×地域探究プログラム
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地域ファッション探究チーム

小規模市町村ネットワーク

20歳未満の次世代と「つながり」を持
ち地域の活性化に貢献する

目標：2030年までに 100万人ネットワーク参画校

希望者が参加

株式会社 ZOZO

• ZOZO社員が専門的な知識を
基に、生徒たちの学びと成果
物の作成をサポート

• 最終的には、各地域の代表に
よる成果物の発表会も実施想
定

事務局

地域みらい留学に共感する ZOZO等、企業と連携したプログラムを企画・開発を進めてまいります。

日本最大級のオンライン・ファッションサイ
トを運営する株式会社 ZOZO



推進事務局からの提供（海外などの交流や受入れの開発）
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海外日本人学校からの地域みらい留学生の受入れに向けた準備を始動！

• 海外で日本語を学ぶ外国人の受入れへ（ 2026年度受入れに向けた準備に着手）

• ペルー日系人学校との日本への留学プロジェクトに関する包括連携協定を締結

• 海外からの留学受入ガイドラインの作成等を実施

韓国やペルーから

日本の地方留学へ

今後の取り組みは随時お知らせします！



第2世代交付金における効果測定・評価について
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• 交付金の事業申請にあたって、事業成果の見える化のための仕組み構築、及び総合
的なデータの分析・利活用、対外発信等は必須となっています。

• 「高校魅力化評価システム」を活用したデータ分析結果の還元及び、国等に向けた分
析結果の公表を実施予定。

「高校魅力化評価システム」の項目から本事業の主要KPIを６項目設定

27

アンケート項目
「Q.あなたに対して、どの程度あてはまりますか？」

各校の
生徒指標

全国平均

自己認識指標 うまくいくか分からないことにも意欲的に取り組む ー 77.1

地域をよりよくするため、地域における問題に関わりたい ー 59.1

教育環境指標 地域の人や課題など、興味をもったことに対してすぐに橋渡しをしてく
れる大人がいる

ー 79.1

立場や役割を越えて、協働する機会がある ー 78.0

地域の人や課題などじかに触れる機会がある ー 58.7

自分の暮らす地域を、外からの視点で考える機会がある ー 56.9

KPI指標「高校魅力化評価システム」による生徒の社会性や協働性等の伸び（ +12ポイント）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（一財）地域・教育魅力化プラットフォーム

高校魅力化評価システム
「高校魅力化評価システム」は、学校や地域における
学習環境と、生徒の資質・能力の成長・ウェルビーイ
ングを可視化し、教育の質の向上や地域との協働に
活用できる診断ツールです。

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社と（一
財）地域・教育魅力化プラットフォームにて共同開発

１

２

３

教育の質向上とエビデンスの確保

教育活動や学校独自の取り組みを定量評価し、
PDCAを推進

学校の特色や強みの発信

学校の特色をデータで示し、広報や保護者
説明に活用

政策立案や組織運営への活用

WEB上でのアンケート（40分程度）
✔ 高校生向け

✔ 教員及び関係者向けアンケート

高校の教育改善から行政施策まで
多様な場面で活用可能

・学年別、全国平均値との比較が可

管理画面

行政内の予算協議やプロジェクトの
成果検証

実施回数

年２回推奨

活用事例レポートについてはこちらから　
https://www.murc.jp/library/report/seiken_220310_3/

結果をもとに関係者で振り返り、
「次の一手」の検討にお役 立てください。

2018年の開発以降、47都道府県346校、約12万人の高校生が回答

主な活用シーン

アンケート調査



推進事務局による対外的な情報発信提供
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• 本事業の対外的な発信（省庁・自治体関係者向け）を推進事務局で実施

https://ekkyonet-mirai.jp/



新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）

多様な越境機会の創出による地域課題解決型人材育成事業

広域連携における申請スケジュール



地域みらい留学ご参画に向けたスケジュール（仮）

※地域再生計画は、自治体ごとに認定申請が必要です。内閣府からの事務連絡を必ずご確認くださ
い。第74回認定は事前相談が5月末まで、認定申請の受付が6月17日から18日です。

期間 令和7年度 参画（第2回募集）　　 令和8年度 参画

5月末 第2回募集意向確認

6月上旬 交付金申請準備
地域再生計画の申請（※） 6月17日-18日

8月以降 採択（内示）・事業開始 ※現時点では未定

採択～3月末 事業実施（R7年度内） 地域再生計画の申請（※）

令和7年10月頃 令和8年度交付金申請意向確認

11月～1月 地域再生計画の申請（※）
交付金申請準備

4月以降 採択（内示）・事業開始（ R8年度）

意向確認
幹事自治体より内

閣府へ申請
採択 実施申請準備

令和7年度第2回募集に参画をご検討される自治体は、参画可否のご連絡を早急に、また実施計画
書を5月27日(火）までにご提出ください。



FAQ

No. 質問 回答

1 本事業の広域連携の申請に
あたる制約はあるか？

・本事業の趣旨にご理解・ご協力いただけること
・地域みらい留学に参画する市町村自治体であること
・推進事務局運営費をご負担いただくこと

2 事業費を検討する際に、最低
限満たさねばならない経費項
目は何か？

取り組み内容に応じて経費項目を選んでいただくかたちとなります
が、推進事務局運営費については、各自治体にご負担いただきた
いと考えております。

3 各自治体が準備するべきこと
はなにか？

以下については各自治体での対応が必要です。
①③④については事務局でサポート致します。

①様式（経費項目・ KPI等必須項目・多様な主体等）の作成
②・地方版総合戦略の策定の計画書への記載
　・地域再生計画の申請、認定
③各都道府県への提出書類等
④年度ごとの事業成果・効果検証
⑤国への会計検査への対応等

4 交付金で申請できないものは
何か？

対象外経費のスライドをご確認ください。
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令和7年5月13日
内閣府地方創生推進事務

局（別添1）資料



質疑応答



新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）

多様な越境機会の創出による地域課題解決型人材育成事業

幹事自治体：山形県小国町

参考資料

参考資料





chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/honbukaigi/dai3/siryou1-1.pdf





変更点 内容

地域再生計画の認定の見
直し

実施計画ごとに作成していた地域再生計画を、自治体でひとつの「包括的な
地域再生計画」を作成し、認定を受ける仕組みに変更
（原則１地方公共団体につき１地域再生計画の作成で足りる）

実施計画（経費計上区分
について）

ソフト事業、ハード事業（拠点整備事業及びインフラ整備事業）の実施様式が
一本化

事業採択基準 外部有識者の参画は、効果検証の段階のみであったが、審査項目として「地
域の多様な主体の参画」が追加
※都道府県・中枢中核都市は自治体＋３者
その他の市町村は「自治体＋２者」が事業ごとに参画

交付金上限額 個別事業単位から、自治体ごとの交付上限額（ソフト、拠点整備、インフラ整
備別）に変更

自治体あたりの申請上限件
数

自治体の規模に関わらず、通常の申請上限件数を 10件
広域連携事業は、通常の申請上限件数を 1事業まで超える申請を認める

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/pdf/02_kouhukingaiyou.pdf

● 参考資料

第2世代交付金の制度概要については、以下の資料をご参照ください。

第２世代交付金の主な変更点（抜粋）


